
報告１  

 

公立学校職員の給与に関する教育委員会規則の一部改正について 

 

教育委員会事務局総務課 

 

１ 改正の趣旨 

令和４年 10 月 19 日の栃木県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び

勧告の趣旨にのっとり、令和４年度栃木県議会第 390 回通常会議において議

決された栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例により、関係す

る規則の一部改正をするものである。 

 

２ 改正の概要 

○ 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

（昭和 32 年規則第７号） 

教育職給料表の引上げ改定に伴い、現行の「昇格時号給対応表」による昇

格後の号給及び「降格時号給対応表」による降格後の号給の対応関係に変更

が生じるため、「昇格時号給対応表」等の改正を行う。 

昇格時号給対応表の改正により、旧法有利（改正前に昇格した方が有利な

号給となる。）が生じるため、所要の経過措置を規定する。 

 

３ 施行期日等 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、令和４年４月１

日から適用する。 
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○栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正 

 

栃木県教育委員会規則第12号 

 栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め 

る。 

  令和４年12月27日                                       

                        栃木県教育委員会教育長  阿 久 澤  真  理   

   栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 
栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年栃木県教育委員会規則第７号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

別表第14（第11条関係） 

昇格時号給対応表 

 ア 教育職給料表⑴昇格時号給対応表 

昇格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

昇格後の号給 

２級 略 略 略 

略 

59 33 略 略 略 

略 

61 34 略 略 略 

62 34 略 略 略 

63 35 略 略 略 

64 35 略 略 略 

65 35 略 略 略 

66 36 略 略 略 

67 36 略 略 略 

68 36 略 略 略 

69 37 略 略 略 

70 38 略 略 略 

71 39 略 略 略 

略 

82 45 略 略  

83 46 略 略  

84 46 略 略  

85 47 略 略  

86 47 略 略  

87 48 略 略  

88 48 略 略  

89 49 略 略  

90 49 略 略  

91 50 略 略  

92 50 略 略  

93 51 略 略  

94 51 略 略  

95 52 略 略  

別表第14（第11条関係） 

昇格時号給対応表 

 ア 教育職給料表⑴昇格時号給対応表 

昇格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

昇格後の号給 

２級 略 略 略 

略 

59 34 略 略 略 

略 

61 35 略 略 略 

62 35 略 略 略 

63 36 略 略 略 

64 36 略 略 略 

65 37 略 略 略 

66 37 略 略 略 

67 38 略 略 略 

68 38 略 略 略 

69 39 略 略 略 

70 39 略 略 略 

71 40 略 略 略 

略 

82 46 略 略  

83 47 略 略  

84 48 略 略  

85 49 略 略  

86 49 略 略  

87 50 略 略  

88 50 略 略  

89 51 略 略  

90 51 略 略  

91 52 略 略  

92 52 略 略  

93 53 略 略  

94 53 略 略  

95 53 略 略  
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96 52 略 略  

97 53 略 略  

98 53 略 略  

99 54 略 略  

100 54 略 略  

略 

102 55 略 略  

略 

 イ 教育職給料表⑵昇格時号給対応表 

昇格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

昇格後の号給 

２級 略 略 略 

略 

51 41 略 略 略 

略 

53 42 略 略 略 

54 42 略 略 略 

55 43 略 略 略 

56 43 略 略 略 

57 43 略 略 略 

58 44 略 略 略 

59 44 略 略 略 

60 44 略 略 略 

61 45 略 略 略 

62 45 略 略 略 

63 46 略 略 略 

64 46 略 略 略 

略 

70 49 略 略 略 

71 50 略 略 略 

72 50 略 略 略 

73 51 略 略 略 

74 51 略 略 略 

75 52 略 略 略 

76 52 略 略 略 

77 53 略 略 略 

78 53 略 略 略 

79 54 略 略 略 

80 54 略 略 略 

81 55 略 略 略 

82 55 略 略 略 

83 56 略 略 略 

84 56 略 略 略 

85 57 略 略 略 

86 58 略 略 略 

87 59 略 略 略 

略 

備考 略 

96 54 略 略  

97 54 略 略  

98 54 略 略  

99 55 略 略  

100 55 略 略  

略 

102 56 略 略  

略 

 イ 教育職給料表⑵昇格時号給対応表 

昇格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

昇格後の号給 

２級 略 略 略 

略 

51 42 略 略 略 

略 

53 43 略 略 略 

54 43 略 略 略 

55 44 略 略 略 

56 44 略 略 略 

57 45 略 略 略 

58 45 略 略 略 

59 45 略 略 略 

60 46 略 略 略 

61 46 略 略 略 

62 46 略 略 略 

63 47 略 略 略 

64 47 略 略 略 

略 

70 50 略 略 略 

71 51 略 略 略 

72 52 略 略 略 

73 53 略 略 略 

74 53 略 略 略 

75 54 略 略 略 

76 54 略 略 略 

77 55 略 略 略 

78 55 略 略 略 

79 56 略 略 略 

80 56 略 略 略 

81 57 略 略 略 

82 57 略 略 略 

83 58 略 略 略 

84 58 略 略 略 

85 59 略 略 略 

86 59 略 略 略 

87 60 略 略 略 

略 

備考 略 
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別表第15（第12条関係） 

降格時号給対応表 

 ア 教育職給料表⑴降格時号給対応表 

降格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

降格後の号給 

２級か

ら１級

への降

格 

略 略 略 

略 

33 59 略 略 略 

34 62 略 略 略 

35 65 略 略 略 

36 68 略 略 略 

37 69 略 略 略 

38 70 略 略 略 

39 71 略 略 略 

略 

45 82 略 略 略 

46 84 略 略  

47 86 略 略  

48 88 略 略  

49 90 略 略  

50 92 略 略  

51 94 略 略  

52 96 略 略  

53 98 略 略  

54 100 略 略  

55 102 略 略  

略 

 イ 教育職給料表⑵降格時号給対応表 

降格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

降格後の号給 

２級か

ら１級

への降

格 

略 略 略 

略 

41 51 略 略 略 

42 54 略 略 略 

43 57 略 略 略 

44 60 略 略 略 

45 62 略 略 略 

46 64 略 略  

47 66 略 略  

略 

49 70 略 略  

50 72 略 略  

51 74 略 略  

52 76 略 略  

53 78 略 略  

別表第15（第12条関係） 

降格時号給対応表 

 ア 教育職給料表⑴降格時号給対応表 

降格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

降格後の号給 

２級か

ら１級

への降

格 

略 略 略 

略 

33 58 略 略 略 

34 60 略 略 略 

35 62 略 略 略 

36 64 略 略 略 

37 66 略 略 略 

38 68 略 略 略 

39 70 略 略 略 

略 

45 81 略 略 略 

46 82 略 略  

47 83 略 略  

48 84 略 略  

49 86 略 略  

50 88 略 略  

51 90 略 略  

52 92 略 略  

53 95 略 略  

54 98 略 略  

55 101 略 略  

略 

 イ 教育職給料表⑵降格時号給対応表 

降格した 

日の前日 

に受けて 

いた号給 

降格後の号給 

２級か

ら１級

への降

格 

略 略 略 

略 

41 50 略 略 略 

42 52 略 略 略 

43 54 略 略 略 

44 56 略 略 略 

45 59 略 略 略 

46 62 略 略  

47 65 略 略  

略 

49 69 略 略  

50 70 略 略  

51 71 略 略  

52 72 略 略  

53 74 略 略  
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附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和４年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることと 

なった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあっ

た職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基

準に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該

異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とす

るものとする。 

３ この規則の施行の日から令和５年３月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった

職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあっ

た職員（個別に教育委員会が人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。）のう

ち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日

における号給については、なお従前の例によることができる。 

（総務課）  
 
 

54 80 略 略  

55 82 略 略  

56 84 略 略  

57 85 略 略  

58 86 略 略  

59 87 略 略  

略 
 

54 76 略 略  

55 78 略 略  

56 80 略 略  

57 82 略 略  

58 84 略 略  

59 86 略 略  

略 
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